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Japan Tax Newsletter 

デロイト トーマツ税理士法人 

2024 年 4 月 8 日 

令和６年度税制改正関連の消費税法基本通達の改正について 

1. 特定新規設立法人の納税義務免除の特例の総収入金額の範囲について（令和６年 10 月 1 日適用）

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例において、現行では国内の課税売上高が５億円超の法人等が直接又は間

接に支配する法人として設立した資本金等 1,000 万円未満の法人である場合、課税事業者となるが（消法 12 の３

①）、令和６年 10 月 1 日以後に開始する事業年度の判定においては、国外分を含む総収入金額が 50 億円を超える者

が直接又は間接に支配する法人として設立した法人の場合にも課税事業者に該当するとされる（新消法（執筆日現在、

未施行の消費税法。以下同じ）12 の 3）。この点、新消費税法基本通達（執筆日現在、未施行の消費税法基本通

達。以下同じ）1－5ー21 の 3 において総収入金額の範囲が明らかになった。

(1) 総収入金額の範囲（新消基通 1ー5ー21 の３）

「売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額」には、国内において行われる資産の譲渡等の対価に限らず、国外にお

いて行われる資産の譲渡等の対価や資産の譲渡等の対価以外の収入も含まれる。したがって、当該合計額には、例えば、

損益計算書上の売上高、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、貸倒引当金戻入益、

固定資産売却益、負ののれん発生益などの全ての収益の額が含まれる。 

2. 外国法人に対する事業者免税点制度の特例等に関する改正項目（令和６年 10 月 1 日適用）

(1) 国外事業者に対する特定期間における課税売上高の特例について（新消基通 1ー5ー23（注）2）

特定期間（前事業年度の上半期）における国内の課税売上高の判定において、課税売上高の代わりに給与（居住者

分）の合計額を用いることができるとされているが、課税期間の初日に国外事業者である場合には当該規定の適用は認め

られない旨明記された。 

(2) 外国法人に適用する新設法人の特例と特定新規設立法人の特例の対象となる期間について（新消基通 1ー5ー

15、同 1-5-15 の 2）

外国法人の場合は新設法人の特例並びに特定新規設立法人の特例の適用に当たり、基準期間がある場合であっても、当

該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合（すなわち、当該基準期間

Executive Summary 

令和６年度税制改正により導入されたプラットフォーム課税、及び改正された外国法人に対する事業者免税点制度の
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施行時期により異なる点に留意が必要である。 
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以降に日本における事業を開始した場合）、基準期間がないものとみなして各々の基準に基づき判定を行うこととされている

（新消法 12 の 2③、新消法 12 の３⑤）。 

この点、消費税法基本通達において、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年

度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度については、消費税法に定める基準に従って判定

が必要になることが明らかとなった（新消基通 1ー5ー15、同 1-5-15 の 2）。 

 

3. 国外事業者に係る簡易課税制度の見直し（令和 6 年 10 月 1 日適用） 

その課税期間の初日において、所得税法又は法人税法に規定する恒久的施設を有しない国外事業者は簡易課税制度の

適用を認めないこととされた（新消法 37）。この点につき消費税法基本通達で以下の点について補足説明がなされている。 

(1) 恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関係（新消基通 13ー1ー3 の 5） 

その課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者には簡易課税制度は適用されないことから、例えば、簡易

課税制度選択届出書を提出している恒久的施設を有する国外事業者が、当該恒久的施設を有しないこととなった場合に

は、その有しないこととなった日の属する課税期間の翌課税期間について簡易課税制度が適用されないこととなる。 

(2) 簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者（新消基通 13ー1ー4） 

当該課税期間の基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下であっても、当該課税期間の初日において恒久的施設

を有しない国外事業者については簡易課税制度は適用されないのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は恒

久的施設を有しない国外事業者であっても可能である。 

これは簡易課税制度を適用するためには簡易課税制度選択届出書の提出が必要となり、当該届出書の効力は、原則とし

て、これを提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間でその基準期間における課税売上高が 5,000 万円

以下である課税期間について生ずる。したがって、恒久的施設を有しない国外事業者が、翌課税期間以降に恒久的施設を

有することとなる場合に簡易課税制度を適用するためには、前課税期間中に当該届出書の提出が必要となるため、恒久的

施設を有しない国外事業者の期間であっても当該届出書の提出を認めることを念のため明らかにしたものと考えられる。 

 

4. プラットフォーム課税に関連する改正（令和 7 年 4 月 1 日適用） 

特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関して改正される新消費税法に伴い、消費税法基本

通達も改正された。また、「プラットフォーム課税の対象となる電気通信利用役務の提供に係る対価の額等の明細書」、「特

定プラットフォーム事業者の指定届出書」等の各種様式も明らかとなった。 

(1) プラットフォーム事業者による国外事業者の判定（新消基通 5ー8ー8） 

プラットフォーム事業者が新消費税法第 15 条の２第１項及び第２項《特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信

利用役務の提供に関するこの法律の適用》の規定を適用するに当たって、その提供するデジタルプラットフォームを介して電気

通信利用役務の提供（事業者向け電気通信利用役務の提供を除く。以下(2)において同じ。）を行う事業者が国外事業

者かどうかについては、例えば、当該事業者がプラットフォームの利用契約等において申し出た本店所在地によるなど、客観的

かつ合理的な基準に基づいて判定している場合には、この判定方法は認められる。 

(2) プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供（新消基通 5ー8ー9） 

プラットフォーム事業者が、他の事業者に提供するデジタルプラットフォームを用いて自ら電気通信利用役務の提供を行う場合

のその電気通信利用役務の提供について、新消費税法第 15 条の２第１項《特定プラットフォーム事業者を介して行う電気

通信利用役務の提供に関するこの法律の適用》の規定の適用はないことに留意が必要である。 

また、この場合の当該電気通信利用役務の提供に係る対価の額は、同条第２項に規定するプラットフォーム事業者を介して

収受するものの合計額には含まないこととされる。 

(3) 国外事業者が特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供のための課税仕入れに係る仕入れ

税額控除（新消基通 11ー2ー13） 

国外事業者が行った課税仕入れであっても新消費税法第 30 条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるので

あるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等又は新消費税法第 15 条の２第１項《特定プラットフォーム事業者を介して

行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用》の適用を受ける電気通信利用役務の提供（新消費税法第６

条第１項《非課税》の規定により非課税とされるものを除く）のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応

方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。 
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5. その他改正（令和 6 年 4 月 1 日適用） 

(1) 高額特定資産等を売却等した場合の消費税法第 12 条の４の適用関係（消基通 1ー5ー22 の 2） 

高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間

において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が 200 万円以上である場合を加えられたが（消法 12 の 4③）、当

該金地金等を仕入れの後に売却等により処分したとしても、消費税法第 12 条の 4 第３項の規定は継続して適用される旨

が明らかとなった。 

 

（東京事務所 間接税サービス部門 纐纈 明美 佐川 美幸） 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 

 

問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 

東京事務所 

所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3 

丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

 

大阪事務所 

所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 

淀屋橋三井ビルディング 5 階 

Tel 06-4560-8000（代） 

 

名古屋事務所 

所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 

JP タワー名古屋 37 階 

Tel 052-565-5533（代） 

 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 
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税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 

令和 6 年度税制改正トピックス  www.deloitte.com/jp/tax/tax-reform 
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